
・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

現況の問
題点･課題
の抽出

都市計画
の検証・見
直し

６条基礎
調査

派遣 派遣 派遣

地区計画や建築協定、緑化協定などの地区のルールづくりを目的とした市民主体のまちづくりを
支援するため、市民の活動のレベルに合わせて、まちづくりの専門家などをまちづくりアドバイ
ザーとして派遣します。

【施策の体系】

良好な市街地の形成 ①計画的なまちづくりの推進

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

　４－１　秩序ある市街地の整備を進める

　１）良好な市街地の形成

本市の実情に応じた適切な都市計画をしていくため、現況の土地利用の状況など市街地環境の
現況分析を行うとともに、土地利用規制等の見直しが必要と判断された場合、適宜、用途地域や
特別用途地区、地区計画などの都市計画の見直しを行います。

②地域の特性を生かしたまちづくりの推進

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

計画的なまちづく
りの推進

地域地区等検討事業
（都市計画課）

基礎調査をもとに市街地環境の現況分
析を行い、地域地区等の都市計画の検
証・見直しを円滑に進める。

地域の特性を生
かしたまちづくり
の推進

良好なまちづくり支援
事業
（都市計画課）

市民の自主的な街づくりを支援するた
め、まちづくりアドバイザーを派遣する。

計画事業費　28百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

計画的なまちづく
りの推進

都市計画基本方針推
進事業
（都市計画課）

都市計画マスタープランに掲げた進捗状況を把握し、その結果をホーム
ページ等で市民に公表する。また、地域ごとに都市ひろば21（市民説明会）
を開催し、進捗状況の報告と意見交換を行う。
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・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

関係住民
との意見
交換

関係住民
との意見
交換

整備計画
の検討

関係住民
との意見
交換

整備計画
の検討

検討

整備
完了

事業用地
の取得

道路整備

公園整備

道路整備

公園整備

下水道整
備

　２）過密市街地の再整備

仮称中大通り線と沿道市街地の居住環境整備については、これまでの事業進捗を鑑み、この地
区における望ましい整備のあり方について庁内に検討部会を設置し、再度検証を行ってきました
が、今後は、住民や権利者との意見交換を行う場を整え、検討部会の検証結果を議論のたたき
台として提示し、住民･権利者との意見交換の中から、この地区の整備の方向性を見出し整備計
画の検討を行います。

当代島地区については、旧県道の整備の方向性について検討を行うとともに、船圦緑道東側部
分については、道路照明灯や植栽工事などを行い16年度中に完了します。

猫実５丁目東地区密集市街地整備促進事業については、全体事業計画の約85％が完了し、新
しい街並みが形成されつつありますが、残りの15％の事業について早期完了をめざして取り組ん
でいきます。

元町地区の建築基準法42条２項道路に該当する道路の拡幅整備を進めます。

【施策の体系】

過密市街地の再整備 ①（仮称）中大通り線沿道市街地整備事業の推進

②旧県道及び船圦緑道東側の整備の推進

③居住環境の改善の推進

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

（仮称）中大通り
線沿道市街地整
備事業の推進

仮称中大通り線沿道
市街地整備事業
（市街地開発課）

この地区のまちづくりについて、検討部
会の検証結果を提示し、住民･権利者と
ともに具体的な整備の方向性を見出し
整備計画の検討を行う。

旧県道及び船圦
緑道東側の整備
の推進

旧県道整備事業
（市街地開発課）

16年度において整備の基本的な方向性
や事業手法などについて検討を行う。

船圦緑道東側整備事
業
（市街地開発課）

船圦緑道東側において植栽工事と照明
灯、車止めを設置し、整備を完了する。

居住環境の改善
の推進

猫実５丁目東地区密
集住宅市街地整備促
進事業
（市街地開発課）

事業計画の残り15％の事業について事
業承認期間である18年度の完了を目指
して事業を進める。

計画事業費　524百万円
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【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

居住環境の改善
の推進

狭あい道路拡幅整備
事業
（建築指導課）
（道路管理課）
（土木課）

建築基準法第42条２項に該当する道路の拡幅整備を進めていくため、後
退用地の買い上げや工作物等の除却費などを補助する。

過密市街地土地買収
事業
（市街地開発課）

堀江･猫実、当代島地区の約110haを対象に将来のまちづくの種地として､
申し出により買収する。

過密市街地土地買収
用地活用事業
（市街地開発課）

堀江･猫実、当代島地区の約110haを対象に将来のまちづくの種地として買
収してきた土地、約2.0haについて有効利用のためのルールづくりを行い活
用をしていく。
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・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

墓所整備

集会施設
等基本計
画

集会施設
等実施設
計

集会施設
等建設工
事

整備 整備
整備

一部開園

協議 開園

協議 協議 開園

調査

　３）日の出・明海・高洲地区開発の促進

新町地域を取り巻く環境の変化等に対応し､現行の土地利用上の課題､問題点を整理するととも
に､今後の土地利用の方向性について検討を進めます。

日の出・明海地区では、18年度をもって浦安東地区土地区画整理事業の終了が予定されている
ため、総合公園や近隣公園､道路などの都市基盤施設の促進や多様な住宅供給､商業･業務機
能等の誘致について関係機関と協議･調整を図りながら推進していきます。

都市基盤整備の
促進

【計画事業】

【施策の体系】

日の出・明海・高洲地
区開発の促進

①多様な住宅供給の促進

②商業・業務機能立地の促進

計画内容

③都市基盤整備の促進

④地区計画などによる計画的なまちづくりの推進

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

新町地域の土地利用
の方向性に関する検
討調査事業
（企画政策課）

新町地域における現行土地利用の課題
や問題点を整理し､今後の方向性につ
いて検討を行う。

地区計画などに
よる計画的なまち
づくりの推進

浦安東地区１号近隣
公園整備事業
（公園緑地課）

事業主体の都市基盤整備公団と調整を
行いながら、17年度の開園を目指して協
議を進める。
面積　約1.8ｈａ

浦安東地区２号近隣
公園整備事業
（公園緑地課）

事業主体の都市基盤整備公団と調整を
行いながら、18年度の開園を目指して、
協議を進める。
面積　約2.0ｈａ

【再掲】
墓地公園整備事業
（公園緑地課）

16年度に第２工区第１街区の整備を行
い711基の墓所を整備する。また、集会
所等の基本計画、実施設計を行い、18
年度に建設する。

【再掲】
総合公園整備事業
（公園緑地課）

16、17年度に整備を進め18年度に一部
開園する。

面積：12.6ha(うち、4.6haを一部開園)

計画事業費   8百万円
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・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

基本構想 基本計画 基本設計

基本設計

地質調査
実施設計 建設

用地取得

建設工事
建設工事 開設

　４）シビックセンター地区の整備

シビックセンター地区については、行政・文化・福祉の中心拠点にふさわしい地区となるよう、シ
ビックセンター地区全体の施設配置を考慮しつつ、市役所庁舎と議会棟の整備について検討を
進めます。

消防機能の向上を図るため、20年度の開設を目指して高機能消防指令システムを備えた消防本
部・署庁舎の建設を進めます。

東野地区の学校給食センターについては18年度に第１調理場を千鳥地区に移転します。

【施策の体系】

シビックセンター地区の
整備

①シビックセンター地区整備の推進

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

計画事業費　－　　　

シビックセンター
地区整備の推進

【再掲】
庁舎等建設事業
（企画政策課）

16年度において基本構想を策定、17年
度において基本計画を策定し、18年度
に基本設計を行う。

【再掲】
消防本部・署庁舎建設
事業
（消防本部総務課）

16年度において基本設計､地質調査、
17年度において実施設計を策定し、18、
19年度の２ヵ年で建設工事を行う。

【再掲】
学校給食センター建設
事業
（学務課）

千鳥地区に新たな学校給食センター
（第１調理場）の整備をＰＦＩ手法により進
める。16年度に用地を取得し、16年度か
ら２ヵ年で施設建設を行い、18年４月の
稼動を目指す。
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　４－２　総合的な交通体系を整備する

・

・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

第２工区
L＝130ｍ

第３工区
L＝180ｍ

第４工区
L＝140ｍ

修景整備 修景整備

調査

設置
（美浜・入
船地区）

設置
（富岡地
区）

設置
（富岡・弁
天地区）

実施設計
Ｌ＝600ｍ

【再掲】
都市計画道路３・１・３
号線（やなぎ通り）修
景整備事業
（市街地開発課）

17年度の完了を目指して、浦安駅前バ
ス停付近からスクランブル交差点までの
区間を対象に、県と共同で道路美化事
業により修景整備を行う。

シンボルロード道路整
備事業
（土木課）

入船交差点から都市計画道路3・1・7号
線までの約600mの区間で改良工事を行
う。

道路環境の整備

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

【再掲】
電線類地中化事業化
方策検討事業
（土木課）

２路線を対象に事業手法や概算事業費
など、事業化に向けた課題整理を行う。

【再掲】
視覚障害者誘導用ブ
ロック等設置事業
（土木課）

主に、美浜、入船、富岡､弁天地区を対
象に整備を進める。

みなと線道路環境整
備事業
（土木課）

16、17年度においては猫実３丁目部分
（第２、第３工区）を工事し、18年度にお
いて庚申塚から新橋までの区間（第４工
区）を整備する。

【計画事業】

道路網の整備 ①都市計画道路の整備

②自動車交通の円滑化

③道路環境の整備

適正な道路管理
の推進

　１）道路網の整備

みなと線については、大三角線から新橋までの区間を対象に、引き続き整備を進め、歩道と車道
の段差を解消し、歩きやすい道路として改良します。

都市計画道路３･１･３号線（やなぎ通り）については、本市の都市軸として位置づけ、これまで一部
の区間をシンボルロード整備事業により整備を進めてきましたが、浦安駅前バス停付近からスクラ
ンブル交差点までの区間においても、市の都市軸にふさわしい道路となるよう、県と共同で道路
美化事業により修景整備を行います。

誰もが安心して移動できるよう、道路空間におけるバリアフリー化を検討し、視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置や交差点の段差解消、勾配の緩和などを推進します。

年々自動車交通量が増加しているシンボルロードについては、路盤を含めた道路構造の改良を
行い、排水性の向上とわだちなどの流動化にも強い道路に改良します。

車道照明などの既存の街路灯については、老朽化に伴なう街灯の新設・省電力化対策の検討、
さらには災害などの停電時にも消灯しない街灯の設置方針などについて検討を行います。

【施策の体系】

計画内容

④適正な道路管理の推進
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平成16年度 平成17年度 平成18年度

実施計画

計画内容

適正な道路管理
の推進

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画事業費　118百万円

【再掲】
街灯新設・改修事業
（土木課）

私道での照度向上を目的とした街灯設
置方法の基本方針及び既存の老朽化
が進む街灯の新設･省電力化対策の検
討、さらには緊急の停電時にも消灯しな
い街灯の設置方針などの街灯改修･新
設の実施計画を策定する。
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・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

事業計画
の策定

検討 策定

バス輸送の充実
バス利用促進等総合
対策事業
（交通対策課）

バス事業者に対して低床式バス購入費の一部や路線バス停留場上屋の整
備に対する費用の一部補助を行う。また、バス路線の新設に伴なう整備費
用を一部補助する。

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

移動しやすい交
通環境の整備

コミュニティバス事業
（交通対策課）

現路線の運行を継続しながら、新規路
線の運行実施計画の策定に取り組む。

計画事業費　162百万円

計画内容

鉄道輸送と駅施
設の充実

【再掲】
交通バリアフリー事業
計画策定事業
（土木課）

交通バリアフリー基本構想で位置づけた
特定経路について、事業計画策定のた
め、調査や具体的方法の検討、概算事
業費及び事業スケジュールなどを検討
する。

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

②バス輸送の充実

③移動しやすい交通環境の整備

コミュニティバスの新規路線の実現に向けて、バス事業者と調整を図りながら新たな事業手法など
を多面的に検討を行い取り組んでいきます。

【施策の体系】

公共交通網の充実 ①鉄道輸送と駅施設の充実

　２）公共交通網の充実

交通バリアフリー法による重点整備地区を新浦安駅周辺地区としたことから、新浦安駅前広場を
含めた特定経路の市道部分について、事業計画を策定しバリアフリー化を推進します。

これまで個別にあったバス停留場上屋整備補助金や低床式バス購入費補助金などを統合･一本
化し浦安市バス利用促進等総合対策補助金を創設し、バス事業者の財政的負担を軽減するとと
もに低床式バスの導入やＩＣカードシステムの整備を促進し、バス利用者の利便性の向上を図りま
す。
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・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

検討

駐車場整備の促
進

自動車駐車場建設資
金利子補給事業
（交通対策課）

市内の自動車駐車場建設を促進するため、個人、法人等がその建設資金
を金融機関から借り入れた場合、利子補給を行う。

路上駐車対策の
推進

違法駐車等防止助言・
啓発事業
（交通対策課）

浦安市違法駐車等の防止に関する条例で定める重点地区に浦安駅、新浦
安駅周辺のやなぎ通り、シンボルロード、若潮通りを加え、安全協会等と連
携しながら違法駐車に対する啓発活動を行う。

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

路上駐車対策の
推進

路上駐車対策検討事
業
（交通対策課）

路上駐車対策について、市の取り組み
方針について検討を行う。

計画事業費  －　　　

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

駐車対策の充実 ①駐車場整備の促進

②路上駐車対策の推進

違法駐車問題に対応していくため、駐車場建設資金の利子補給制度の活用を推進し、民間駐車
場の整備を促進していきます。

路上駐車対策については、路上駐車の取り締まりなどの徹底、強化を関係機関に要請するととも
に交通マナーの啓発やステッカ-の配布など、地域と一体となった違法駐車対策を推進します。ま
た、路上駐車対策については、市の取り組み方針について検討を進めます。

【施策の体系】

　３）駐車対策の充実
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・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

整備

用地購入

整備

開設

検討
実証実験
の開始

自転車駐車場の
整備の推進

放置自転車対策事業
（交通対策課）

放置自転車の撤去や撤去した放置自転車の適正な保管を図るとともに、放
置自転車防止の啓発活動に取り組んでいく。

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

自転車利用シス
テムの検討

レンタサイクル実証実
験事業
（交通対策課）

16年度において実証実験の具体的な方
法を検討し、17年度から実証実験に取り
組む。

計画事業費　668百万円

自転車駐車場の
整備の推進

仮称浦安駅第13自転
車駐車場整備
（交通対策課）

東西線浦安駅前の歩道橋下でコイン式
ラック52台を設置する。

仮称浦安駅第14自転
車駐車場整備
（交通対策課）

16年度に猫実４丁目、第２分団脇市有
地において平置き230台の自転車駐車
場を整備する。

新浦安駅前複合施設
整備事業［自転車駐車
場］
（交通対策課）

新浦安駅前複合施設内に2,000台収容
の自転車駐車場を整備し、18年度から
開始する。

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

③自転車利用システムの検討

【計画事業】

【施策の体系】

①自転車駐車場の整備の推進自転車利用環境の整
備 ②自転車走行環境の整備の促進

　４）自転車利用環境の整備

増加する自転車利用への対応や放置自転車対策として、浦安駅周辺に２ヶ所、新浦安駅周辺に
１ヶ所の自転車駐車場の整備を進めるとともに、自転車利用のマナー啓発や放置自転車の整理・
撤去に取り組みます。

舞浜海岸や旧江戸川の護岸整備や新町地域の緑道整備にあわせて快適な自転車走行空間の
整備を進めます。

増加する自転車利用に対応するため、レンタサイクルの実証実験に向けて検討を進めます。
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・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

市道第１
－55号線
整備

市道第１
－55号線
整備

市道第１
－68号線
実施設計

基本設計

実施設計
整備 整備

交通安全施設な
どの整備

交通安全施設整備事
業
（交通対策課）

道路反射鏡や道路標識等交通安全施設の設置や補修の要望を受け、警
察などの関係機関等と協議を図りながら、施設整備を促進していく。

交通安全思想の
推進

交通安全運動実施事
業
（交通対策課）

交通安全運動期間中（春･夏･秋･年末）に各種啓発活動を行い、交通安全
ルール・マナーを広く市民等にＰＲする。

計画事業費　422百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

交通安全施設な
どの整備

北栄地区住区総合交
通安全モデル事業
［ロードピア事業］
（土木課）

16、17年度の２年度で１－55号線の整備
を行うとともに、１－68号線の実施設計を
行う。

猫実川遊水池周辺整
備事業
（土木課）

16年度において基本設計、実施設計を
行い、17年度から19年度にかけて北栄
側では道路舗装や歩道整備を、海楽側
では遊歩道整備を県と共同して行う。

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

交通安全対策の充実 ①交通安全施設などの整備

②交通安全思想の推進

交通事故を防止し、円滑で快適な交通環境を確保するため、北栄地区において住区総合交通
安全モデル事業（ロードピア事業）により、市道第１－55号線の整備と市道第１－68号線の実施設
計を行います。

猫実川最下流部の排水機場遊水池及びその周辺の環境整備については、県と協議を行いなが
ら、北栄側については、旧護岸の撤去にあわせて市道第１－61号線沿いに歩道整備を行いま
す。また、海楽側については、管理用通路部分の修景整備や遊歩道整備を進めます。

【施策の体系】

　５）交通安全対策の充実
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　１）防災体制の確立

・

・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

検討 策定

設計
２ヶ所

工事
２ヶ所

設計
４ヶ所

工事
４ヶ所

設計
５ヶ所

耐震診断
判定

耐震診断 基本設計 実施設計

　４－３　災害に強く犯罪のない安全な暮らしを実現する

７年度に策定した地域防災計画(震災編)の改定にあわせて、本市のこれまでの防災施策の評価
や今後優先的に取り組んでいく防災施策や事業の検討を行います。

災害に強い都市づくりを推進するため、橋りょうの耐震補強の推進や学校体育館、下水道などの
耐震診断を推進するとともに、元町地域の防災能力の向上を図るため仮称中大通り線沿道の再
整備などに取り組みます。また、災害時における夜間の避難誘導を円滑に進めるため、街灯設置
の基準づくりを検討します。

老朽化や不等沈下等により堤防機能の低下が生じている舞浜海岸については、海岸高潮対策
（都市高潮）事業の整備を促進していくとともに、良質な海岸環境の創出をめざして、背後地の緑
化などの修景整備や利便施設の整備について関係機関と協議を進めます。　また、高潮や地震
による水害を防止するため、旧江戸川の高潮対策事業の護岸整備を促進します。

市の防災拠点となるよう市役所庁舎の建設に向けて検討を進めるとともに、消防本部・署庁舎に
ついては、20年度の開設を目指して取り組みます。

市民による自主防災組織の組織化を促進するとともに、市内事業者と防災協定を推進するなど地
域ぐるみの防災体制の確立をめざします。

【施策の体系】

防災体制の確立 ①災害に強い都市づくりの推進

②防災施設などの整備・強化の推進

③自主防災組織などの推進

④災害応急・復旧対策の推進

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

災害に強い都市
づくりの推進

地域防災計画改定事
業[震災編]
（防災課）

検討委員会を設置しながら17年度に策
定する。

橋りょう耐震補強整備
事業
（土木課）

16年度　実施設計（境川小橋、西境橋）
17年度　補強工事（境川小橋、西境橋）
設計４ヶ所
18年度　補強工事（砂田橋、１－60号線
無名橋、東水門橋、あけぼの橋）　設計
５ヶ所

学校体育館耐震対策
事業
（教育総務課）

16年度において、第三者機関による判
定業務を行い、補強等の必要性を確定
させた上で、補強方法や建て替えの必
要性、優先順位等の検証を行う。

下水道ポンプ場耐震
対策事業
（下水道課）

高洲・舞浜ポンプ場の耐震対策を推進
する。
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平成16年度 平成17年度 平成18年度

協議 協議 修景整備

協議 修景整備 修景整備

実施計画

基本構想 基本計画 基本設計

基本設計

地質調査
実施設計 建設

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

災害に強い都市
づくりの推進

舞浜海岸整備事業
（土木課）

海岸高潮対策（都市高潮）事業の整備を
促進するとともに､背後地の修景整備に
ついては、県施行の工事進捗を捉えな
がら関係機関との協議を進める。

【再掲】
旧江戸川下流部整備
事業[低地対策河川事
業【高潮対策】]
（土木課）

県の行う高潮対策事業を促進するととも
に、盛土完了部の舞浜地先840mについ
て親水性を持たせた修景整備を行う。

【再掲】
街灯新設・改修事業
（土木課）

私道での照度向上を目的とした街灯設
置方法の基本方針及び既存の老朽化
が進む街灯の新設･省電力化対策の検
討、さらには緊急の停電時にも消灯しな
い街灯の設置方針などの街灯改修･新
設の実施計画を策定する。

防災施設などの
整備・強化の推
進

【再掲】
庁舎等建設事業
（企画政策課）

16年度において基本構想を策定、17年
度において基本計画を策定し、18年度
に基本設計を行う。

【再掲】
消防本部・署庁舎建設
事業
（消防本部総務課）

16年度において基本設計､地質調査、
17年度において実施設計を策定し、18、
19年度の２ヵ年で建設工事を行う。

計画事業費　174百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

災害に強い都市
づくりの推進

建築物耐震改修促進
事業
（建築指導課）

木造住宅耐震相談会の開催や木造建築物耐震診断補助金交付事業に取
り組むとともに、被災建築物応急危険度判定資機材等の整備を行う。

集合住宅用緊急遮断
弁設置事業補助事業
（防災課）

災害時の飲料水を確保するため、水道管に直結している受水槽に緊急遮
断装置を設置する場合、要した費用の１/２に相当する額で100万円を限度
に補助する。

防災施設などの
整備・強化の推
進

防災備蓄倉庫整備事
業
（防災課）

災害時の生活必需品などの分散備蓄を図るため、防災倉庫を避難所等に
整備する。

自主防災組織な
どの推進

自主防災組織整備事
業
（防災課）

「自分達の地域は自分達で守る」という防災意識の高揚と日ごろから訓練を
実施するなど災害に備える住民の自主的な組織を育成するため、資機材
等の貸与や購入補助金を交付する。

消火器無償貸与事業
（消防本部総務課）

住民登録した世帯の世帯主に対して消火器を１本無償貸与する。

防災袋配布事業
（防災課）

転入してきた市民に対して世帯ごとに、給水袋や非常食用食器セット、救
急セットなどの防災セットを無償で配布する。
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・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

基本設計

地質調査
実施設計 建設

検討 設計 整備

整備

1台 1台

　２）消防体制の確立

消防本部・署庁舎については、20年度の開設を目指して、消防機能の向上を図るため高機能消
防指令システムを備えた庁舎の建設を進めます。

消防団活動の活性化や消防装備及び消防水利等の施設整備を行い、消防体制の充実強化を
図ります。

人口増加やアーバンリゾートゾーンへの来訪者の増加にともなう救急業務の需要に対応するた
め、高規格救急自動車を２台配備し、救急体制の充実強化を図ります。

②救急救助体制の充実強化

【施策の体系】

消防体制の確立 ①消防力の充実強化

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

消防力の充実強
化

消防本部・署庁舎建設
事業
（消防本部総務課）

16年度において基本設計､地質調査、
17年度において実施設計を策定し、18、
19年度の２ヵ年で建設工事を行う。

高機能消防指令シス
テム整備事業
（消防本部警防課）

出場の迅速性や現場での機動性の向上
がより一層図れるよう、高機能消防指令
システムの整備を進める。

耐震性貯水槽整備
（消防本部警防課）

元町･中町を中心に60㎥の耐震性貯水
槽を２基設置する。

救急救助体制の
充実強化

救急業務高度化資機
材緊急整備事業[高規
格救急自動車]
（消防本部警防課）

現在配備している救急自動車を高規格
救急自動車に更新していくもので、18年
度までに２台配備する。

計画事業費　1,720百万円

消防団車輌維持管理
事業
（消防本部総務課）

消防団の消火活動を円滑に行うため、老朽化した車輌の更新を図るなど、
消防団車輌の適切な維持管理を行う。

消防車輌・資機材整備
事業
（消防本部警防課）

消防力の充実強
化

消防団活動運営事業
（消防本部総務課）

消防体制の強化を図るため、消防団員の士気の高揚及び消火活動能力の
向上と女性消防団員の活動体制の充実強化を図る。

各種災害に対応するため、常備消防車輌及び資機材の整備・更新を行う。

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要
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・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

条例の制
定

防犯活動
の推進

防犯活動
の推進

防犯活動
の推進

実施計画

　３）防犯体制の確立

安全で住みよい地域社会を築くため、市民一人ひとりの防犯意識の高揚を図り、関係機関と学
校、家庭、行政の連携を一層強化し、地域ぐるみの防犯活動を推進するとともに、市役所に専任
職員を配置し、組織体制の強化を図ります。

防犯協会を中心に犯罪防止の啓発活動や情報の提供、講習会等を積極的に実施し自主防犯意
識の向上を図るとともに、警察官の増員や日の出地区の交番設置について、関係機関に要請し
ていきます。

防犯のまちづくりを推進していくため条例等を制定し、市民、警察、関係機関等と連携して夜間パ
トロールを実施するなど犯罪防止活動を推進します。また、緊急通信システムを備えたスーパー
防犯灯の整備や防犯カメラの設置について、市民の意見を聞きながら取り組んでいきます。

街路灯については､これまで犯罪予防の観点から、私道部分においても整備を行ってきました
が、適正な維持管理を図るためにも、私道部分における街灯設置の基準づくりを行います。

【施策の体系】

防犯体制の確立 ①防犯体制の強化・充実

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

防犯体制の強
化・充実

防犯活動促進事業
（地域活動支援課）

防犯のまちづくりを推進していくため条
例の制定や夜間パトロールなどを実施
する。また、自主防犯意識の向上を図る
ため啓発活動を推進する。

街灯新設・改修事業
（土木課）

私道での照度向上を目的とした街灯設
置方法の基本方針及び既存の老朽化
が進む街灯の新設･省電力化対策の検
討、さらには緊急の停電時にも消灯しな
い街灯の設置方針などの街灯改修･新
設の実施計画を策定する。

自主防犯意識の高揚を図り、犯罪の予防活動を推進するため防犯協会に
対して運営補助を行う。

計画事業費　72百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

防犯体制の強
化･充実

浦安市防犯協会支援
事業
（地域活動支援課）
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・

・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

検討委員
会の設置

策定

第１工区

調査

排水機場
基本設
計・実施
設計

第１工区

工事

協議 修景整備 修景整備

　４）排水・治水対策の充実

排水機場の基本設計を行うための計画
条件を整理するため、排水ピットの位置､
規模の検討や排水機場周辺の道路整
備などについて検討を行う。

旧江戸川下流部整備
事業[低地対策河川事
業【高潮対策】]
（土木課）

県の行う高潮対策事業を促進するととも
に、盛土完了部の舞浜地先840mについ
て親水性を持たせた修景整備を行う。

市道第６-51号線導水
管整備事業
（土木課）

富岡地区の道路冠水を解消するため、
6-51号線に取水口を設置し、圧送して
6-36号線に雨水を流下させる

山城屋第１幹線導水
管整備事業
（土木課）

仮称当代島第２幹線
排水機場整備事業
（土木課）

計画事業費　443百万円

工期　18、19年の２ヵ年
面積4.86ｈａ、管長＝300ｍ
1,000mm管で本沢前排水機場と山城屋
前排水機場を連絡する。

計画内容
３ヵ年の事業概要

【主要事業】

当代島第２幹線導水
管整備事業
（土木課）

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）

【施策の体系】

排水・治水対策の充実 ①排水・治水能力の向上

関係機関を含めた検討委員会を設置
し、本市の排水基本計画を策定する。

平成２年に策定した排水基本計画を基礎的資料としながら、雨水管の現況を検証し、排水区域の
見直しなど、新たに排水基本計画を策定し、現況に則した排水施設の再整備を行っていきます。

排水基本計画の検討を考慮しながら、当代島地区については、降雨強度時間60mmに対応した
排水能力とするため、第２幹線導水管と第２幹線排水機場の整備を行います。

本沢排水区と山城屋前排水区の統合を図り､効率的な排水機の運用と排水能力の向上を図るた
め、山城屋第１幹線導水管整備事業を推進します。

高潮や地震による水害を防止するため、県が整備する旧江戸川の低地対策河川事業（高潮対策
事業）の整備を促進するとともに、防潮堤の前面に設置する緩傾斜護岸について、県と協議を行
いながら親水性豊な水辺となるよう整備を進めます。

排水・治水能力
の向上

雨水排水基本計画策
定事業
（土木課）

工期　18～20年の３ヵ年
面積=18.4ｈａ
管長＝570ｍ、管径=1,500mm

雨水管渠の堆積土量の調査を行いながら、管内の清掃を計画的に進め、排水能力を維持し冠水
被害の軽減を図ります。
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事業概要施策の内容
事業名

（担当課）

排水・治水能力
の向上

雨水管･排水機場維持
管理事業
（土木課）

降雨時の道路冠水を未然に防ぐため、雨水管の清掃や排水機場の保守点
検を行う。

河川管理施設運営事
業
（土木課）

排水機場や水門、浄化ポンプの運転・操作を適正に行い、境川等の内水
位の安定、排水の適正処理を行う。
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